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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の

規
定
に
よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
、
公
開
の
聴
聞
を
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

日
時

令
和
四
年
十
二
月
一
日

午
後
一
時
三
十
分

二

場
所

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
住
宅
政
策

本
部
民
間
住
宅
部
聴
聞
室

三

被
聴
聞
者

㈠

商
号

株
式
会
社
ビ
ン
デ
ン

㈡

代
表
者
氏
名

代
表
取
締
役

小
松

俊
之

㈢

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

東
京
都
品
川
区
上
大
崎
二
丁
目
十
五
番
十
九

号

㈣

免
許
証
番
号

東
京
都
知
事
⑴
第
一
〇
四
一
八
二
号

㈤

免
許
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
一
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、

当
該
汚
染
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
当
該
汚

染
の
除
去
、
当
該
汚
染
の
拡
散
の
防
止
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
が
必
要
な
区
域
（
以
下
「
要
措
置
区
域
」
と
い
う
。
）
を
指
定
す

る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

要
措
置
区
域

別
図
の
と
お
り
（
杉
並
区
久
我
山
一
丁
目
地

内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び

そ
の
化
合
物
、
六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
、
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
シ
ア

ン
化
合
物
、
一
・
二－

ジ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
、

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
、
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
、
ふ
っ
素
及
び
そ

の
化
合
物
並
び
に
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
鉛
及
び

そ
の
化
合
物

四

当
該
要
措
置
区
域
に
お
い
て
講
ず
べ
き
指
示
措
置

原
位
置
封

じ
込
め
又
は
遮
水
工
封
じ
込
め
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◉
東
京
都
告
示
第
千
五
百
二
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
杉
並
区
久
我
山

一
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

シ
ア
ン
化
合
物
並

び
に
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
鉛
及
び

そ
の
化
合
物
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公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

名

取

伸

明

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

東
久
留
米
市
中
央
町
六
丁
目
二
百

二
十
三
番
三
、
同
番
三
十
、
二
百

二
十
五
番
一
、
二
百
三
十
六
番
四
、

同
番
七
、
二
百
三
十
七
番
二
、
同

番
六
、
二
百
三
十
八
番
一
及
び
同

番
二

埼
玉
県
所
沢
市
小
手
指
町
一
丁

目
一
番
地
四

株
式
会
社
住
協

代
表
取
締
役

安
永

久
人

東
京
都
功
労
者
表
彰
に
つ
い
て

東
京
都
表
彰
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
七
十
四

号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日
表
彰

さ
れ
た
方
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

氏

名

住
所
地

（
福
祉
・
医
療
・
衛
生
功
労
者
）

次
の
方
々
は
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員
と
し
て
社
会
福
祉
と
保
健

衛
生
の
向
上
に
尽
力
さ
れ
特
に
優
れ
た
業
績
を
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。

吉
澤

文
子

千
代
田
区

齋
藤

光
治

千
代
田
区
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福
田

俊
子

中
央
区

木
皿
儀

孝
子

中
央
区

内
田

幹
夫

港
区

藤
田

純
子

港
区

久
保
木

和
代

新
宿
区

駒
井

雅
子

新
宿
区

窪
田

征
夫

新
宿
区

矢
野

邦
子

新
宿
区

針
谷

美
江
子

新
宿
区

飯
島

泰
文

新
宿
区

白
井

和
美

新
宿
区

太
田

幸
一

新
宿
区

松
井

眞
理

新
宿
区

泰

喜
代
子

新
宿
区

朝
日

靖
子

新
宿
区

早
藤

佳
代
子

文
京
区

翠
川

志
津
子

文
京
区

神
田

泰
子

文
京
区

鈴
木

保
代

文
京
区

内
野

篤

文
京
区

柴
﨑

清
惠

文
京
区

中
村

智
惠
子

文
京
区

瀧
澤

綾
子

文
京
区

木
谷

富
士
子

文
京
区

牛
山

正
子

台
東
区

岡
﨑

敬
子

台
東
区

岩
立

道
子

墨
田
区

岸
田

玲
子

墨
田
区

林

良
子

江
東
区

太
田

惠
津
子

江
東
区

田
中

眞
一

江
東
区

秋
山

惠
美
子

江
東
区

平
岡

眞
佐
子

江
東
区

目
黒

欣
子

江
東
区

香
取

正
子

江
東
区

滝
澤

美
佐
子

江
東
区

大
塚

瑞
惠

江
東
区

喜
入

美
紀
子

江
東
区

髙
橋

久
美
子

江
東
区

荻
原

和
枝

江
東
区

成
岡

周
子

江
東
区

髙
栁

陽
子

品
川
区

服
部

美
代
子

品
川
区

飯
野

隆
子

品
川
区

宮
川

富
士
雄

品
川
区

坂
本

洋
子

品
川
区

坂
上

好
枝

品
川
区

後
藤

順
子

品
川
区

小
野

悦
子

品
川
区

田
久
保

京
子

品
川
区

五
十
嵐

久
美
子

品
川
区

冨
沢

敦
子

品
川
区

加
納

竜
也

品
川
区

金
子

み
ゆ
き

品
川
区

松
﨑

ひ
ろ
子

目
黒
区

笹
森

眞
知
子

目
黒
区

高
橋

晶
子

目
黒
区

河
手

正
子

目
黒
区

太
郎
良

惠
子

目
黒
区

村
松

ひ
さ
子

目
黒
区

根
岸

不
二
子

目
黒
区

板
橋

晴
美

大
田
区

綱
島

明
子

大
田
区

山
崎

芳
枝

大
田
区

湯
本

美
佐
子

大
田
区

高
見

淑
惠

大
田
区

藤
谷

清
子

大
田
区

岩
田

久
美
子

大
田
区

野
中

千
鶴
子

大
田
区

米
川

千
穂
子

大
田
区

枩
原

方
子

大
田
区

山
﨑

晶
子

大
田
区

太
田

道
子

大
田
区

渡
邉

勇
人

大
田
区

遠
藤

富
美
子

大
田
区

田
中

美
津
惠

大
田
区

森
谷

光
子

大
田
区

天
野

朝
子

大
田
区

伊
平

和
代

大
田
区

大
作

秀
典

世
田
谷
区

中
野

蒔
子

世
田
谷
区

松
本

道
子

世
田
谷
区

中
村

竹
子

世
田
谷
区

重
田

朗
子

世
田
谷
区
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江
田

良
枝

世
田
谷
区

油
布

恵
子

世
田
谷
区

小
林

ひ
ろ
み

世
田
谷
区

山
田

サ
ト
子

世
田
谷
区

板
倉

紫
乃

世
田
谷
区

斎
藤

礼
子

世
田
谷
区

豊
田

和
江

世
田
谷
区

明
石

順
子

世
田
谷
区

荒
木

琴
子

世
田
谷
区

三
田

満

世
田
谷
区

田
中

千
代
子

世
田
谷
区

田
中

典
子

世
田
谷
区

守
屋

喜
代
子

世
田
谷
区

鈴
木

里
子

世
田
谷
区

石
井

優
子

世
田
谷
区

花
形

紀
美
子

世
田
谷
区

小
川

ひ
で

世
田
谷
区

石
原

朝
子

渋
谷
区

村
山

茂
子

渋
谷
区

尾
松

不
美
江

渋
谷
区

小
熊

笑
子

中
野
区

石
川

美
穂
子

中
野
区

塚
原

眞
理
子

中
野
区

湯
澤

令
子

中
野
区

北
田

弥
生

中
野
区

鶴
田

𠮷
野

杉
並
区

鈴
木

憲
章

杉
並
区

渡
邉

君
子

杉
並
区

佐
藤

芳
子

杉
並
区

小
林

睦
子

杉
並
区

古
賀

玲
子

杉
並
区

村
本

紀
子

杉
並
区

嶋
田

紀
代
美

杉
並
区

田
中

奈
那
子

杉
並
区

川
合

百
合
子

杉
並
区

岡
﨑

和
子

杉
並
区

内
藤

礼
子

杉
並
区

田
邊

貞
子

豊
島
区

三
輪

綠

豊
島
区

隠
岐

あ
さ
子

豊
島
区

佐
向

弘
子

豊
島
区

平
山

妙
子

豊
島
区

野
尻

美
代
子

豊
島
区

田
中

初
子

豊
島
区

古
屋

や
よ
ひ

豊
島
区

柳
澤

敬
子

豊
島
区

礒
ケ
谷

明
彦

北
区

⻆
田

忠
夫

北
区

速
水

里
美

北
区

酒
井

と
み
江

北
区

飯
野

正
則

北
区

佐

久
惠

北
区

神
田

千
香

北
区

鈴
木

文
子

北
区

照
井

富
美
子

北
区

飯
野

君
江

北
区

和
氣

よ
し
え

北
区

梶
野

京
子

北
区

倉
田

ゆ
か
り

北
区

伊
藤

直
美

北
区

西
田

早
知
子

北
区

髙
橋

筋

北
区

伊
田

栄
子

荒
川
区

持
木

富
美
子

荒
川
区

宮
下

健
一
郎

荒
川
区

南
方

良
子

荒
川
区

石
井

眞
利
子

荒
川
区

小
林

美
奈
子

荒
川
区

岩
本

京
子

荒
川
区

櫻
井

ち
か
ゑ

荒
川
区

秋
山

信
子

板
橋
区

𠩤

子

板
橋
区

岡
部

慎

板
橋
区

時
田

三
和
子

板
橋
区

岡
野

洋
子

板
橋
区

塩
原

芳
枝

板
橋
区

長
澤

重
隆

板
橋
区

佐
藤

幸
子

板
橋
区

鈴
木

美
惠
子

板
橋
区

須
藤

千
穗
子

板
橋
区

大
山

尚
子

板
橋
区

岩
崎

美
津
子

板
橋
区

酒
井

冷
子

板
橋
区

櫻
井

美
智
子

板
橋
区
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白
岩

節
子

板
橋
区

倉
持

秀
子

板
橋
区

田
口

早
苗

板
橋
区

髙
橋

広
行

板
橋
区

池

惠
子

板
橋
区

小
林

富
子

板
橋
区

安
井

敦
子

板
橋
区

荒
岡

喜
代
乃

板
橋
区

廣
瀬

カ
ズ
子

板
橋
区

前
原

美
代
子

板
橋
区

竹
内

千
代
子

板
橋
区

亀
井

永
二

練
馬
区

𠮷
川

セ
ツ
子

練
馬
区

内
田

弘
美

練
馬
区

小
西

節
子

練
馬
区

鈴
木

恭
一
郎

練
馬
区

悴
田

茂
雄

練
馬
区

新
井

裕
子

練
馬
区

古
屋

日
出
子

練
馬
区

近
藤

昭
子

練
馬
区

浅
見

清
太

練
馬
区

濱
名

貞
美

練
馬
区

関
口

正
樹

練
馬
区

大
橋

由
紀
子

練
馬
区

上
原

義
道

練
馬
区

坂
本

惠
津
子

練
馬
区

石
塚

久
子

練
馬
区

本
橋

眞
佐
枝

練
馬
区

田
代

八
千
代

練
馬
区

金
子

禎
子

練
馬
区

飯
塚

裕
子

練
馬
区

嵯
峨

慶
子

練
馬
区

加

和
雄

練
馬
区

明
石

敬
子

練
馬
区

白
鳥

ひ
ろ
子

練
馬
区

玉
井

弘
子

練
馬
区

宮
本

勝
男

足
立
区

坂
井

成
一

足
立
区

松
本

は
な
子

足
立
区

市
村

智

足
立
区

山
崎

道
子

足
立
区

伊
藤

郁
子

足
立
区

桐
田

幸
子

足
立
区

土
田

信
也

足
立
区

茂
出
木

幸
子

足
立
区

茂
出
木

直
美

足
立
区

鈴
木

房
子

足
立
区

馬
場

伸
子

足
立
区

谷
古
宇

眞
由
美

足
立
区

小
宮

俊
一
郎

足
立
区

塩
田

博
子

足
立
区

古
庄

行
夫

足
立
区

梶
本

三
重
子

足
立
区

山
﨑

勝

足
立
区

矢
萩

早
苗

足
立
区

小
宮

良
子

足
立
区

小
宮

謙
治

足
立
区

澤
目

和
子

葛
飾
区

前
田

三
知
代

葛
飾
区

長
﨑

高
子

葛
飾
区

髙
𣘺

れ
い
子

葛
飾
区

小
堀

い
つ
え

葛
飾
区

福
島

洋
子

葛
飾
区

津
村

寿
子

葛
飾
区

井
岡

美
津
枝

葛
飾
区

齊
藤

泰
子

葛
飾
区

石
井

玲
子

葛
飾
区

岡
部

秀
子

葛
飾
区

橋
本

文
枝

葛
飾
区

鎌
田

和
子

葛
飾
区

杉
浦

健

葛
飾
区

杉
本

正
子

江
戸
川
区

杉
山

岳
久

江
戸
川
区

中
山

眞
理
子

江
戸
川
区

大
西

正
男

江
戸
川
区

肥
澤

信
一
郎

江
戸
川
区

阿
部

美
代
子

江
戸
川
区

二
瓶

せ
つ
子

江
戸
川
区

島
田

俊
枝

江
戸
川
区

大
﨑

弘

江
戸
川
区

石
井

麗
子

江
戸
川
区

伊
藤

雅
代

江
戸
川
区

松
井

朋
子

江
戸
川
区

飯
島

美
惠
子

江
戸
川
区
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中
谷

敏
子

江
戸
川
区

須
賀

由
美
子

江
戸
川
区

駒
井

初
美

江
戸
川
区

山
﨑

惠
美
子

江
戸
川
区

池
田

重
子

江
戸
川
区

戸
田

梅
子

八
王
子
市

田
中

延
幸

八
王
子
市

後
藤

久
美
子

八
王
子
市

井

た
け
美

八
王
子
市

松
﨑

雅
子

八
王
子
市

小
峰

貴
美
子

八
王
子
市

畠
山

久
江

八
王
子
市

荻
原

芳
明

八
王
子
市

糠
信

富
雄

八
王
子
市

山
本

雄

八
王
子
市

伊
藤

良
三

立
川
市

原
田

文
江

立
川
市

田
島

美
知
子

立
川
市

小
林

邑
子

武
蔵
野
市

田
中

美
千
子

武
蔵
野
市

栃
折

暢
子

武
蔵
野
市

髙
橋

邦
房

武
蔵
野
市

佐

清
佳

武
蔵
野
市

矢
島

由
紀
子

武
蔵
野
市

平
井

幸
子

武
蔵
野
市

和
田

明
子

武
蔵
野
市

小
林

冨
士
子

武
蔵
野
市

髙
橋

ま
ゆ
み

武
蔵
野
市

遠
藤

典
子

三
鷹
市

川
瀨

麻
由
美

三
鷹
市

大
戸

理
惠
子

三
鷹
市

大
西

三
枝
子

三
鷹
市

小
谷

由
美
子

三
鷹
市

榛
澤

君
世

三
鷹
市

小
野

幸
子

三
鷹
市

横
山

美
枝
子

三
鷹
市

平
田

佳
子

府
中
市

田
野
倉

晴
美

府
中
市

白
神

早
斗
子

府
中
市

矢
島

道
子

府
中
市

中
山

の
り
子

調
布
市

藤
井

み
ゆ
き

調
布
市

田
邉

房
雄

調
布
市

村
田

絹
代

調
布
市

白
川

精
次

調
布
市

浅
田

靖

調
布
市

吉
賀

裕
子

調
布
市

菅
野

明
美

調
布
市

宮
本

勝
久

調
布
市

藤
田

ア
イ
子

調
布
市

板
𣘺

榮
次

調
布
市

小
林

翠

町
田
市

小
宮

茂
治

町
田
市

神
藏

喜
代
治

町
田
市

藤
崎

信
子

町
田
市

小
川

陽
子

町
田
市

佐
藤

惠
美
子

町
田
市

髙
橋

京
子

町
田
市

緒
方

澄
子

小
金
井
市

鈴
木

幸
子

小
金
井
市

松
尾

貴
代

小
平
市

浅
井

美
津
子

小
平
市

三
宅

直
子

小
平
市

長
田

と
め

日
野
市

中
村

眞
紀
子

日
野
市

織
田

智
恵

日
野
市

村
田

久
美
子

日
野
市

山
岸

啓
子

日
野
市

日
下

眞
紀

日
野
市

遠
藤

さ
よ

東
村
山
市

田
辺

和
夫

東
村
山
市

古
瀨

礼
子

東
村
山
市

海
老
澤

啓
子

東
村
山
市

石
川

眞
澄

国
分
寺
市

田
島

和
美

国
立
市

石
川

裕
子

福
生
市

市
川

衛

狛
江
市

野
島

與
志
子

清
瀬
市

浅
見

良
子

清
瀬
市

桑
原

保
子

清
瀬
市

大
矢

由
紀
子

東
久
留
米
市

江
刈
内

史

東
久
留
米
市

荒
澤

み
や
子

武
蔵
村
山
市

小
川

育
男

武
蔵
村
山
市
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山
崎

雅
枝

多
摩
市

関
戸

良

多
摩
市

小
川

久
美
子

多
摩
市

竹
本

秀
子

多
摩
市

狩
野

和
枝

稲
城
市

小
野

ユ
リ
子

あ
き
る
野
市

堀
口

悦
子

西
東
京
市

池
田

良
美

西
東
京
市

塩
川

幸
子

西
東
京
市

肥
沼

秀
子

西
東
京
市

加
藤

眞
理

西
東
京
市

渕
上

裕
美

西
東
京
市

小
沼

サ
ト
子

瑞
穂
町

森
田

喜
美

檜
原
村

菊
池

和
子

八
丈
町

赤
松

都

八
丈
町

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産

業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

（
仮
称
）
イ
オ
ン
ス
タ
イ
ル
赤
羽
北
本

通
り

二

店
舗
所
在
地

北
区
神
谷
三
丁
目
十
二
番
一

三

設
置
者
名

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五

番
地
一

五

変
更
前
の
店
舗
名

理
研
神
谷
ビ
ル

六

変
更
後
の
店
舗
名

（
仮
称
）
イ
オ
ン
ス
タ
イ
ル
赤
羽
北
本

通
り

七

変
更
前
の
店
舗
所
在

地

北
区
神
谷
三
丁
目
十
二
番
一
号

八

変
更
後
の
店
舗
所
在

地

北
区
神
谷
三
丁
目
十
二
番
一

九

変
更
前
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
ダ
イ
エ
ー
ほ
か
五
名

十

変
更
後
の
小
売
業
者

の
氏
名
又
は
名
称

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社
ほ
か
未
定

十
一

変
更
日

令
和
三
年
八
月
十
日
ほ
か

十
二

届
出
日

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日

十
三

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
四

縦
覧
期
間

令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
令
和

五
年
三
月
二
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、

東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成

元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る

休
日
を
除
く
。

十
五

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産

業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）
に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

（
仮
称
）
イ
オ
ン
ス
タ
イ
ル
赤
羽
北
本

通
り

二

店
舗
所
在
地

北
区
神
谷
三
丁
目
十
二
番
一

三

設
置
者
名

イ
オ
ン
リ
テ
ー
ル
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五

番
地
一

五

変
更
前
の
店
舗
面
積

の
合
計

九
千
九
百
九
平
方
メ
ー
ト
ル

六

変
更
後
の
店
舗
面
積

の
合
計

七
千
九
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル
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七

変
更
前
の
駐
車
場
の

位
置
及
び
収
容
台
数

店
舗
内
ほ
か

三
百
八
十
六
台

八

変
更
後
の
駐
車
場
の

位
置
及
び
収
容
台
数

店
舗
内
ほ
か

百
五
十
九
台

九

変
更
前
の
駐
輪
場
の

位
置
及
び
収
容
台
数

店
舗
東
側
ほ
か

二
百
五
十
四
台

十

変
更
後
の
駐
輪
場
の

位
置
及
び
収
容
台
数

店
舗
南
東
側
ほ
か

三
百
十
三
台

十
一

変
更
前
の
荷
さ
ば

き
施
設
の
位
置
及

び
面
積

店
舗
内

百
四
十
四
平
方
メ
ー
ト
ル

十
二

変
更
後
の
荷
さ
ば

き
施
設
の
位
置
及

び
面
積

店
舗
内

二
百
八
平
方
メ
ー
ト
ル

十
三

変
更
前
の
廃
棄
物

等
の
保
管
施
設
の

位
置
及
び
容
量

店
舗
内

三
十
五
・
八
五
立
方
メ
ー
ト

ル

十
四

変
更
後
の
廃
棄
物

等
の
保
管
施
設
の

位
置
及
び
容
量

店
舗
内

三
十
五
・
二
一
立
方
メ
ー
ト

ル

十
五

変
更
前
の
閉
店
時

刻

午
後
十
一
時
。
た
だ
し
、
年
間
百
八
十

日
に
限
り
二
十
四
時
間

十
六

変
更
後
の
閉
店
時

刻

午
後
十
時
三
十
分

十
七

変
更
前
の
来
客
が

駐
車
場
を
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
る

時
間
帯

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
三

十
分
ま
で
。
た
だ
し
、
年
間
百
八
十
日

に
限
り
二
十
四
時
間

十
八

変
更
後
の
来
客
が

駐
車
場
を
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
る

時
間
帯

午
前
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
一
時
ま

で

十
九

変
更
前
の
駐
車
場

の
自
動
車
の
出
入

口
の
数
及
び
位
置

三
箇
所

店
舗
北
側

二
十

変
更
後
の
駐
車
場

の
自
動
車
の
出
入

口
の
数
及
び
位
置

一
箇
所

店
舗
東
側

二
十
一

変
更
前
の
荷
さ

ば
き
施
設
に
お

い
て
荷
さ
ば
き

を
行
う
こ
と
が

で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
一
時
ま
で

二
十
二

変
更
後
の
荷
さ

ば
き
施
設
に
お

い
て
荷
さ
ば
き

を
行
う
こ
と
が

で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で

二
十
三

変
更
日

令
和
五
年
七
月
一
日

二
十
四

届
出
日

令
和
四
年
十
月
三
十
一
日

二
十
五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

二
十
六

縦
覧
期
間

令
和
四
年
十
一
月
二
十
二
日
か
ら
令
和

五
年
三
月
二
十
二
日
ま
で
。
た
だ
し
、

東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成

元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る

休
日
を
除
く
。

二
十
七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。
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